
●
費　
用　
月
額
3
︐０
０
0
円

問　
ウ
ォ
ー
ル
ナ
ッ
ツ
ハ
ー
モ
ニ
ー

　

0
7
0-

5
6
2
3-

9
6
5
1

w
alnutsharm

ony2001@
gm
ail.com

◆
ミ
ヤ
コ
ー
バ
ス
運
転
士
募
集

　

地
域
を
支
え
る
あ
な
た
の
一
歩
を
全
力
応

援
！
未
経
験
・
女
性
の
方
も
活
躍
中
。

●
応
募
条
件　
普
通
免
許
と
健
康
さ
え
あ
れ
ば

O
K
で
す
。

●
新
人
研
修　
東
北
初
の
大
型
バ
ス
専
用
研
修

セ
ン
タ
ー
・
配
属
営
業
所
に
て
教
習
し
ま
す
。

●
業
務
内
容　
一
般
乗
合
バ
ス
運
転
士

●
そ
の
他　
定
年
65
歳（
75
歳
ま
で
勤
務
可
）

大
型
二
種
免
許
、
資
格
取
得
支
援
制
度
有

　
採
用
に
関
す
る
説
明
も
行
っ
て
い
ま
す
。
お

気
軽
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問　
株
式
会
社
ミ
ヤ
コ
ー
バ
ス　
採
用
担
当

　
☎
7
7
1-

5
3
1
1（
午
前
9
時
～
午
後
6
時
）

◆（
女
性
限
定
）カ
ラ
オ
ケ
歌
謡
サ
ー
ク
ル

会
員
募
集 

初
心
者
大
歓
迎

●
と　
き　
第
２
、
第
４
土
曜
日　
毎
月
継
続

予
定　
午
後
１
時
～
午
後
４
時

●
と
こ
ろ　
塩
竈
市
公
民
館　
視
聴
覚
室

●
定　
員　
10
人

　
費
用
等
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　
歌
謡
サ
ー
ク
ル「
杜
の
会
」　
鈴
木

　

0
9
0-

6
6
8
9-

8
0
3
8

◆
サ
ッ
カ
ー
体
験
教
室
募
集

　

少
年
団
活
動
と
し
て
は
、
ま
だ
と
お
考
え

の
４
歳
か
ら
、
小
学
生
の
子
ど
も
た
ち
を
対

象
に
ア
ク
テ
ィ
ブ
チ
ャ
イ
ル
ド
プ
ロ
グ
ラ
ム

（
A
C
P
）運
動
遊
び
を
中
心
に
サ
ッ
カ
ー
の
基

本
を
学
び
ま
す
。

●
と　
き　

　
５
月
23
日
㈯
～
令
和
９
年
３
月
27
日
㈯

採用ホームページは
こちら

830

も
よ
お
し

◆
東
北
学
院
同
窓
会
利
府
支
部
総
会
と

　
講
演
会
開
催
の
お
知
ら
せ

　
同
窓
会
の
総
会
と
母
校
名
誉
教
授
柳や

な
い井 

雅ま
さ
や也

先
生
に
よ
る「
人
が
輝
く
地
域
づ
く
り
」（
仮
題
）

の
講
演
会
を
行
い
ま
す
。
引
き
続
き
懇
親
会

（
任
意
）を
予
定
し
て
い
ま
す
。
ご
参
加
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

●
と　
き　
6
月
27
日
㈯

　
午
後
2
時
～
午
後
3
時
30
分（
総
会
・
講
演
会
）

　
午
後
3
時
30
分
～
午
後
5
時
30
分（
懇
親
会
）

●
と
こ
ろ　
森
の
郷
集
会
所（
旧
森
郷
公
民
館
）

●
費　
用

　
無
料（
総
会
・
講
演
会
）

　
6
︐０
０
0
円（
懇
親
会
）

◆
第
九
回 

利
府
寄
席
開
催

●
と　
き　
５
月
30
日
㈯

　
　
　
　
　
午
前
10
時
30
分
～
正
午

　
４
月
20
日
㈪
頃
よ
り
利
府
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
で
チ
ケ
ッ
ト
を
販
売
し
て
い
ま
す
。

●
と
こ
ろ　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー 

大
会
議
室

●
出
演
者　
六ろ

っ
か
て
い
花
亭
遊ゆ

う
か花
さ
ん
、
マ
ジ
ッ
ク
翼
さ
ん

●
前
売
り
券　
２
︐０
０
０
円

問　
利
府
寄
席
実
行
委
員
会　
柳
沼
聡

　

0
9
0-

9
0
3
4-

2
3
0
9

問　
東
北
学
院
同
窓
会
利
府
支
部
・
阿
部

　

Tabe5450@
gm
ail.com

0830

く
ら
し

◆
就
職
活
動
出
張
相
談
会 

in 

塩
釜　

●
と　
き　
5
月
13
日
㈬

　
　
　
　
　
午
前　
①
10
時
〜　
②
11
時
〜

　
　
　
　
　
午
後　
①
1
時
〜　
②
2
時
〜

●
と
こ
ろ

　
塩
竈
市
壱
番
館
庁
舎　
4
階
視
聴
覚
室

●
対
象
者

　
15
〜
49
歳
の
働
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
方
や

ご
家
族
・
保
護
者
の
方

●
要
予
約

　
個
別
相
談
の
た
め
、
お
電
話
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

問　
せ
ん
だ
い
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　
　
☎
7
2
2-

2
5
5
5

◆
返
し
き
れ
な
い
借
金
で

悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？

　
東
北
財
務
局
で
は
、
借
金
を
抱
え
て
お
悩
み

の
個
人（
自
営
業
の
方
含
む
）の
方
々
か
ら
の
相

談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
一
人
で
悩
ま
ず
に
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
は
無
料
で

秘
密
厳
守
さ
れ
ま
す
。

●
受
付
時
間　
月
～
金（
祝
日
、
年
末
年
始
を
除

く
）　
午
前
9
時
〜
正
午
、
午
後
1
時
〜
午
後
5
時

問　
東
北
財
務
局　
多
重
債
務
者
相
談
窓
口

　
　
　
　
仙
台
合
同
庁
舎
B
棟

☎
2
6
6-

5
7
0
3（
直
通
）

◆
置
き
配
バ
ッ
グ
・
ボ
ッ
ク
ス
の

購
入
を
支
援
し
ま
す

　
置
き
配
バ
ッ
グ
ま
た
は
置
き
配
ボ
ッ
ク
ス

を
購
入
し
た
方
に
対
し
、
購
入
金
額
に
応
じ

て
、
県
公
式
デ
ジ
タ
ル
地
域
ポ
イ
ン
ト「
み

や
ぎ
ポ
イ
ン
ト
」を
3
︐０
０
0
ポ
イ
ン
ト

ま
た
は
5
︐０
０
0
ポ
イ
ン
ト
還
元
し
ま
す
。

●
申
請
期
限　
６
月
30
日
㈫

●
申
請
方
法　
み
や
ぎ
県
民
公
式
ア
プ
リ「
ポ

ケ
ッ
ト
サ
イ
ン
」の
ア
ン
ケ
ー
ト
機
能
か
ら
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問　
宮
城
県
環
境
生
活
部　
環
境
政
策
課

　
☎
2
1
1-

2
6
6
1

◆
全
国
一
斉「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

特
設
相
談
所
の
開
設
の
お
知
ら
せ

　
毎
年
６
月
１
日
は「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

で
す
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
あ
な
た
の
街
の
パ
ー
ト

ナ
ー
と
し
て
、
皆
さ
ん
の
問
題
解
決
の
お
手

伝
い
を
し
て
い
ま
す
。

　

配
偶
者
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
、
お

年
寄
り
や
子
ど
も
へ
の
虐
待
、
会
社
等
で
の

セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
い
じ
め
や
体

罰
な
ど
人
権
に
関
す
る
悩
み
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
は

無
料
で
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

●
と　
き　
６
月
３
日
㈬

　
　
　
　
　
午
前
10
時
〜
午
後
3
時

●
と
こ
ろ　
町
民
交
流
館（
ペ
ア
・
パ
ル
利
府
）

問　
塩
釜
人
権
擁
護
委
員
協
議
会

　
　
☎
3
6
2-

2
3
3
8

ぼ
し
ゅ
う

◆
ウ
ォ
ー
ル
ナ
ッ
ツ
ハ
ー
モ
ニ
ー

メ
ン
バ
ー
募
集

　
利
府
町
内
で
楽
し
く
歌
っ
て
い
る
女
声
コ
ー

ラ
ス
グ
ル
ー
プ
で
す
。
現
在
９
人
で
活
動
し
て

い
ま
す
。
新
し
い
メ
ン
バ
ー
を
募
集
し
て
い
ま

す
。
歌
の
好
き
な
方
、
一
緒
に
歌
い
ま
せ
ん
か
。

●
と　
き　
毎
週
木
曜
日

　
　
　
　
　
午
後
７
時
30
分
～
午
後
９
時

●
と
こ
ろ　
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー「
リ
フ
ノ
ス
」

ス
タ
ジ
オ
１

電話で聞ける「防災情報テレホンサービス」 ☎356-8951 
放送から12時間以内であれば、内容を確認することができます。（通話料自己負担） 12広報りふ RIFU　令和8年5月号



　
午
前
10
時
～
正
午

　
５
月
23
日
㈯
は
午
後
１
時
～
午
後
３
時

●
と
こ
ろ　
中
央
公
園
多
目
的
運
動
場

●
費　

用　

２
回
目
以
降
、
都
度
５
０
０
円

（
会
場
使
用
料
、
ス
ポ
ー
ツ
保
険
料
等
）

問　
青
山
Ｆ
Ｃ
代
表
指
導
者　
髙
橋
安
治

　

0
9
0-

2
7
9
0-

9
1
4
7

◆
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ（
サ
ッ
カ
ー
）

中
学
生
募
集

　
中
学
校
部
活
動
の
地
域
展
開
に
向
け
た
取
組

み
と
し
て
、
町
内
中
学
生
を
対
象
に
、
楽
し
む

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ポ
ー
ツ
を
目
指
し
、
希
望
者

は
ス
ポ
ー
ツ
リ
ー
ダ
ー
の
基
本
を
学
び
ま
す
。

●
と　
き　

　
５
月
24
日
㈰
～
令
和
９
年
３
月
28
日
㈰

　
午
前
９
時
～
午
後
３
時
の
う
ち
２
～
３
時
間
活
動

　
５
月
24
日
㈰
は
午
後
１
時
～
午
後
４
時
の
う

ち
２
～
３
時
間
活
動

●
と
こ
ろ　
中
央
公
園
多
目
的
運
動
場

●
費　

用　

２
回
目
以
降
、
都
度
５
０
０
円

（
会
場
使
用
料
、
ス
ポ
ー
ツ
保
険
料
、
希
望
者

登
録
料
）

問　
青
山
Ｆ
Ｃ
代
表
指
導
者　
髙
橋
安
治

　

0
9
0-

2
7
9
0-

9
1
4
7

830

消
防
か
ら
の
お
知
ら
せ

地
震
発
生
時
、
自
動
で
電
気
を
遮
断
す
る

感
震
ブ
レ
ー
カ
ー
を
設
置
し
ま
し
ょ
う

 

3
月
の
事
故
火
災【
町
内
】

◎
交
通
事
故　
　
　
　
　
8
件 （
27
件
）

　
前
年
度
同
期　
　
　
　
9
件 （
31
件
）

◎
火
災　
　
　
　
　
　
　
0
件 （
6
件
）

　
前
年
度
同
期　
　
　
　
0
件 （
12
件
）

　
　
　
　
（　
）内
は
1
月
か
ら
の
累
計

広告枠

TEL 022 356 2424 FAX 022 356 5066

〒981 01１１ 利府町加瀬字東後山１９－１

株式
会社 利府衛生

一般廃棄物処理・産業廃棄物収集運搬
し尿処理・浄化槽維持管理・清掃業務

〒983-0036 仙台市宮城野区苦竹3丁目1-14

TEL（022）231-2245
FAX（022）231-2247
www.sendai-shiko.jp

仙台紙工の「プラス思考」で、
　　あなたの「思い」をもっと豊かに

・・ ・・

軽自動車税の減免のお知らせ
　使用目的が障がい者の方（下表の減免対象となる方に限る）の通院・通学などに利用される車両について、申請することによ
り軽自動車税が減免されます。

【必要書類等】 　・軽自動車税減免申請書　・障がい者等であることを証明するもの（障害者手帳等）　・車検証　
　　　　　　　・軽自動車税納税通知書　・所有者の個人番号（通知カード等）　・運転する方の運転免許証
【申 請 期 限】　 6月1日（月）まで

※減免を受けられるのは、身体障がい者等1人につき1台に限られます（普通自動車を含む）。
※所有者または運転者が生計を一にする者の場合は、生計同一申立書が必要となります。

減免の対象となる方の範囲
① 身体障害者手帳をお持ちの方のうち、
　 右のいずれかに該当する方
② 療育手帳をお持ちの方のうち、判定が「Ａ」の方
③ 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方のうち、
　 障害の等級が「１級」の方
④ 戦傷病者手帳をお持ちの方
　 （対象となる障害の程度についてはお問い合わせください。）
●公益法人等が公益のために専用する軽自動車に
ついて、一定の要件に該当すると軽自動車税が
減免されます。詳細については、お問い合わせく
ださい。

対象者 所有者 運転者

身体障がい者 18歳以上 本人 本人または生計を一にする者
18歳未満 本人または生計を一にする者 本人または生計を一にする者

知的障がい者または精神障がい者 本人または生計を一にする者 本人または生計を一にする者

障害の区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障害 ◎ ◎ ◎ ◎
聴覚障害 ◎ ◎
平衡機能障害・音声機能障害または
言語機能の障害 ◎

上肢不自由 ◎ ◎
下肢不自由 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○
体幹不自由 ◎ ◎ ◎ ○
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

上肢機能 注1 ◎ ◎
移動機能 注2 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○

心臓機能障害・じん臓機能障害・呼吸器機能障害・
ぼうこうまたは直腸の機能障害・小腸機能障害 ◎ ◎

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害・
肝臓機能障害 ◎ ◎ ◎

◎　身体障がい者本人または生計を一にする家族の方が運転する場合に減免
○　身体障がい者本人が運転する場合に減免
注1　一上肢のみに運動機能障害がある場合を除きます。
注2　一下肢のみに運動機能障害がある場合は、障がい者本人が運転する場合に限ります。
　　　なお、二つ以上の障害が重複する場合の障害の級については、身体障害者手

帳に記載された総合の級により判定します。
問　税務課　資産税係　　　☎767-2329

宮城県塩釜県税事務所　☎365-4191

13 Public Relations No.610




